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一般競争入札説明書

沖縄県立中部病院が依頼する「沖縄県立中部病院空調設備関連工事」に係る一般競争入札

（以下「入札」という。）については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとす

る。入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。

１ 公告日 令和４年９月１日

２ 入札に付する事項

(1) 業務名 沖縄県立中部病院空調設備関連工事

(2) 業務内容 県立中部病院の本館５階病棟の外気空調機器、南病棟１階ＦＣＵ及び

北側ＩＳＳ除塩フィルターユニットが経年劣化に伴い機能が低下してい

ることから、これらの空調設備の更新作業を行う。

(3) 履行期間 契約締結日の翌日から180日間

３ 入札に参加するに必要な資格等

入札公告に示すとおり。

４ 入札及び開札の日時・場所

入札公告に示すとおり。

５ 仕様書等

入札公告に示すとおり。

６ 入札記載金額について

入札に参加する者は、別紙様式第56号(その２)による入札書を提出しなければならない。ま

た、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する金額を加

算した金額をもって落札価格とするので、競争入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に記載すること。

７ 入札保証金及び契約保証金

入札公告に示すとおり。

８ 入札の無効

次の各号に該当する入札は無効とする。なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わる

ことができない。（（4）又は（5）に該当する場合を除く。）

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 同一人が同一事項についてした２通以上の入札
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(3) ２人以上の者から委任を受けた者が行った入札

(4) 入札書の表記金額を訂正した入札

(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札

(6) 入札条件に違反した入札

(7) 連合その他不正の行為があった入札

(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札

９ 落札者の決定の方法

(1) 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とす

る。

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引

かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わ

ない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ

るものとする。

(3) 落札者がいない場合は、直ちに再入札を行う。なお、再度の入札は３回（１回目の入札を

含む。）までとする。

(４) 再度の入札に付しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の２第１項第８

号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。

10 当該契約に関する事務担当課の名称

沖縄県立中部病院 設備・調達課

〒904－2293 沖縄県うるま市字宮里281番地

TEL 098－973－4111(内線2335) FAX 098－973－4112

11 注意事項

(1) 入札者は自己の印鑑を必ず持参すること

(2) 入札書、委任状には業務名及び業務を実施する場所を公告の記載に従い記入するこ

と

(3) 代理人から委任状の提出がない場合は入札に参加することができない。なお、委任状

は、代理人の印では訂正できない。

(4) 入札を参加しない場合は入札辞退届を事務担当課に持参、郵送又はメールすること。

(5) 第１回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書

（様式自由）を提出すること。工事費内訳書には、作成年月日、工事名、 工種、種別、

細目に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号

又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。

(6) 入札日当日に誓約書を提出すること。


